
【海兵隊】 

■分筆立入申請に必要な書類■ 

1. 土地家屋調査士事務所からの依頼書  ※要社判押印 

2. 米軍施設・区域立入許可申請様式  

    ※立入期間は、基本的には３日間 (土地が広い場合や、筆数が多い場合は３日以上でも可)。 

3. 土地所有者の委任状  

※土地所有者が亡くなっている場合は、相続人で良い。※認印可 

※相続人が複数の場合かつ決まっていない場合は、代表者１名で良い。 

4.    立入申請場所 位置図２枚  

      ※全体図・詳細図（航空写真）それぞれ１枚ずつ必要。＊1/1000 または 1/1500 が望ましい。 

※沖縄防衛局が所有する全体図が必要な方は、別途手続きが必要となりますので、お問い合わせく

ださい。 

5. NAME  LIST（立入者＆立入車両名簿）  

６. 運転免許証の写し（立入者全員） 

   ※住所変更している場合は、裏面も提出。 

     ※運転免許証の住所と現住所が違う場合、有効期限が切れている場合は受け付けられません。 

     ※運転免許証を所持していない場合は、パスポートの写しを提出。 

７. 住民票の写し（立入者全員の抄本） 

   ※2 ヶ月以内に発行されたものかつ本籍地記載、個人番号不記載のもの。 

８. 立入車両の車検証の写し 

   ※有効期限が切れている場合は、受け付けられません。 

９.   身元調査依頼書（BACKGROUND RECORDS CHECK） 

       ※別紙参照（必要な施設のみ提出）。両面印刷でお願いします。 

 

 

 

 

 

受 付 窓 口 

 〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納 290-9      

沖縄防衛局 企画部 連絡調整課 分筆測量立入申請担当 

      TEL: 098-921-8131 (内線 2７７)                          

FAX: 098-921-8172                                  

 

※ご不明な点がございましたら、上記連絡先へご連絡下さい。   

 

 

 

 



 

 

令和  年  月  日 

 

 

沖縄防衛局 

 

 

企画部 

連絡調整課長 殿 

 

 

申請者（氏名）             

（住所）               

（電話）            印 

 

 

 

   ＦＡＣ               への立入申請について 

 

 

 標記について、別添のとおり申請するので、立入許可申請の手続き方お願い致します。 

 

 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：米軍施設・区域立入許可申請書 

     委任状 

     施設図面 

ＮＡＭＥ ＬＩＳＴ 

     住民票・運転免許証・車検証の写し 

     身元調査依頼書 

 

  



 

（Visit Request Format） 
 

Request format for Authorization of Visit to US Facilities and Areas 
（米軍施設・区域立入許可申請書） 

 

令和  年  月  日 

 

1. Name of Facilities and Areas / 施設・区域名： 

    ＦＡＣ 

 

2. Date of Visit / 立入の日付： 

   令和  年  月  日～令和  年  月  日（午前 ： ～ 午後 ：  ） 

 

3. Purpose of Visit /立入の目的： 

    土地の分筆に係る測量 

4. Visitor(s) / 立入る者： 

   別紙のとおり 

 

5. Point of Contact of the Visitor(s) / 申請者側の連絡調整者： 

   (Name/氏名)              (Occupation/職名) 

 

 

   (Tel/電話番号) 

 

NOTE1 : Details  of the visit  will  be coordinated between points of contact .  The 
name and telephone number of USFJ point of contact will  be notified to the 
point of contact  of the visitors i f the visit is authorized. 

(注意 1 : 立入の詳細は、連絡調整者間で調整される。在日米軍の連絡調整 

者の氏名及び電話番号は、立入が許可された場合、申請者側の連絡調整者 

に通知される。) 

NOTE2 : The commanders of the US facil ities and areas will not comment on  
government-to-government issues,  but on their mission related issues only.  

(注意 2 : 米軍施設・区域の司令官は、政府間の問題については意見を述べ

ず、 

その任務に関連する問題についてのみ意見を述べる。) 

NOTE3 : During the visit ,  a  representative of the visitors must keep a copy of 
this request format.  

(注意 3 : 立入の間、立入る者の代表は、この申請用紙の写しを保持しな 

ければならない。) 

 

  



 

 

委  任  状 

 

 

住所             

氏名             

 

 

上記を代理人と定め左記権限を委任する。 

 

 

記 

 

 

不動産の表示 

                        ㎡ 

 

 

 上記土地の分筆登記申請に関する一切の件 

 

 

 委任する。 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

住所              

 

氏名            印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAME LIST（立入者名簿） 
NAME（氏名） DOB（生年月日） PRESENT ADDRESS（現住所） PERMANENT ADDRESS（本籍地） HEIGHT（身長） WEIGHT（体重） 
(例) BOEI Taro 

防衛 太郎 
1 Jan 1980 
昭和 55 年 1 月 1 日 

101, 290-9 Kadena, Kadena-cho 

中頭郡嘉手納町字嘉手納 290-9  
嘉手納アパート 101 

3-25-1 Maejima, Naha-shi 
那覇市前島 3-25-1 173cm 75kg 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

VEHICLE（車両） 
REGISTERED NO.（登録番号） MODEL（モデル） COLOR（色） TYPE（形状） 
（例）Okinawa 100  A  9682 

沖縄 １００ あ ９６８２ 
Daihatsu 
ダイハツ 

Black 
黒 

Van 
バン 

 
 

   

 



BOEI Taro

 ×

 ×

 ×
31 Jan 1990 Naha City

（市町村）

OKINAWA
（都道府県）

JAPAN

 × JAPAN

× Drivers License 1234 5678 9000 OKINAWA JAPAN 31 Jan 2025 31 Jan 2028

132.27 64.96

部屋番号, 290-9 Kadena, Kadena-cho 904-0203   (免許証に記載の住所) 098-921-8181

 ×  ×

記入例

こちらの入力内容は当局までお問い合わせください。



BOEI Survey Office   部屋番号, 123-1 Kadena, Kadena-cho 904-0203 098-921-8131

BOEI Taro 部屋番号, 123-1 Kadena, Kadena-cho 904-0203 098-921-8131

防衛 太郎（必ずボールペンでの本人直筆）2025.4.1

×

 ×

B.T

B.T



個人情報保護法声明書 

根拠: 10 U.S.C. 113, 国防長官；国防h総省 (DoD) 指令書1000.25、国防総省個人l情報 (PIP) 保護プログラム；国防総省指示書 5200.08、国防総省軍事施設及び物資供給施設の保護、国防総省物理

的安全保護審査委員会(PSRB)；国防総省 (DoD) 5200.08-R、物理的安全保護プログラム；国防総省 (DoD) 指令書5200.27、国防総省に管ﾇ轄外の人物および組織に関しての情報収集（例外的政策）；指令書タイプメ
モランダム09-012、国防総省物理的アスセス制御の暫定的方針ガイダンス；指令書型メモランダム14-005、全米犯罪情報センター(NCIC)保管書類閲覧用国防総省身分証明管理能力事業サービス申請書 (IMESA)；行政

命令9397 (社会保障番号) 改訂版；海軍作戦本部指示書5530.14E、海軍物理的安全及び法執行プログラム；海兵隊指令書P5530.14、海兵隊物理的安全保障マニュアル；記録システム通知NM05512-2、IDカードおよび
アクセス制御システム記録簿およびDMDC 16、安全保障および分析識別管理エンジン(IMESA)：  

主目的：国防総省、米国海軍、米国海兵隊の軍事施設・部隊内で扱われる情報、施設と設備、また国防総省、米国海軍と米国海兵隊の安全責任範囲内□の地域では安全責任のた
め、指定された人口の生体認証データベースと、それらに関連するデータ処理・情報事業サービスを使用して特定の個人を認証し確認し、米国・連合国・連合政府・国家の情報と地域の安全保障を守るために、バッ
ジを発行、紛失したバッジの再発行、離職の際のパスの回収、訪問者の統計、施設の入域許可の情報収集、人々の入退時間の管理を行う。 

日常的利用：指定の契約業者、連邦機関と外国政府に海軍関係施設内への入域を付与するため。 

 情報開示：情報提供は任意。しかし要求された情報を提供しなかった場合、国防総省内の施設、設備、建物への入域の利益と特権が却下される。
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